
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 病院へ行って支払った医療費だけが、所得から差し
引ける“医療費”というわけではありません。ドラッグ
ストアで買った風邪薬や胃薬、腰痛で通った整骨院の
診療代、介護施設への支払のうち医療費控除の対象と
なる部分、通院のための交通費などもちゃんと医療費に
含まれます。捨てずにとっておくべきは“医療費に
なりそうな支払いの証拠＝領収書”です。 
 意外なほど忘れがちなものが、通院時の電車賃や
タクシー代などの交通費。通院でバス、電車を使えば、
治療を受けるために必要だったということで“控除
対象の医療費”に含められます。緊急時などでタクシー
を利用しても対象医療費にできます。領収書がない
ことが多いため、日付と金額をメモしておきましょう。 
 といっても、自家用車で通院した場合のガソリン代や
駐車場代は控除対象になりませんので、ご注意を！ 
 
 
 医療費控除は、次のように計算できます。 
 
 
 
 
 医療費が 10 万円を超えると控除がとれると言われ
ますが、所得が 200 万円未満のケースでは“所得の
5％”を超えれば医療費控除の対象になります。去年
一年間に使った領収書を出して、●まず 10 万円を
超えたかチェックし、●10 万円より少なくても捨てる
前に、所得の 5％と比較してください。 

 
 
 
 
 
 歯の治療では高額な医療費を請求されることはよく
あります。総額 30 万円でも、とりあえずの治療費は
20 万円で、支払い、残りの10 万円は翌年治療を受けて
支払うケースでは、まとめて 30 万円を控除対象の

医療費にはできません。実際に払った医療費の20 万円
だけが控除の対象になります。残り翌年の医療費控除の
対象ですが、合計で 10 万円を超えなければ控除対象
とならないことに。 
 
 
 生計一（お財布が一緒）の家族分はまとめて一人に
集中させて控除をとることができます。共稼ぎで夫婦
それぞれ所得があって、扶養対象になっていなくても
問題ありません。夫は住宅ローン控除で還付額がなけ
れば、妻が医療費控除をする余地も。 
 春から子どもが就職して収入があっても、同居して
生計一なら医療費控除はこれまで通り合計して控除
できます。また、年の途中で結婚した子どもや亡くなった
親の医療費も支払った時点で生計一なら、控除対象に
含められます。 
 
 
 人間ドックその他の健康診断は、病気の治療が目的
でないので費用は控除の対象になりません。ただ診断の
結果、病気が発見され治療をしたような場合は、人間
ドックの費用も医療費控除の対象になります。 
 特定健康診査の費用も同様で、検査の結果高血圧症、
高脂血症、糖尿病などと診断されて治療が始まった場合
には、特定健康診査費用も医療費控除に対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：資産 NAVI

 

 

 

 

 

 

 

資産活用のヒントをお届けします 

 

 

不動産等の譲渡・贈与の相談日 

 2月16日（木）・21日（火）・28日（火） 

 3 月 2 日（金）・6 日（火） 

 場  所  岡税務会計事務所 

 時  間  10：00～17：00 

 費  用  無料（1 時間以内） 

 お申込み  045-450-6701 

詳しくは当事務所までお問合せ、またはホームページをご覧ください。 

岡 税務会計事務 所 

〒221-0052 

横浜市神奈川区栄町 1-1 ｱｰﾊﾞﾝｽｸｴｱ横浜 6 階 

TEL：045-450-6701 FAX：045-450-6706  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.oka-kaikei.com 

2012 年 2 月号 

 よく見受けられるのが、源泉徴収税額がないのに医療費

を一生懸命集計されているケースです。還付申告をして

所得税が戻ってくるのは、「給料や年金、配当などで引か

れた所得税」があるときだけです。つまり、先に源泉徴収

されている所得税が返ってくるだけというわけです。勤め先

の年末調整で“住宅ローン控除”済みで、源泉徴収された

所得税がすべて還付されているケースなどでは、医療費

控除は受けられませんのでご注意を！ 

 

一年間（暦年）の医療費―保険金など（医療特約の
保険金、高額医療費、出産育児一時金など）－所得の
5％（ただし医療費控除の上限は 200万円） 

左記以外の一般の相談日 

 2 月 23 日（木） 

 3 月 1 日（木） 


